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(57)【要約】
【課題】　樹脂からなる成形用材料を用いて複雑な形状
の医療用チューブの成形が行える医療用チューブを成形
するための押出成形用金型および押出成形方法を提供す
ること。
【解決手段】　隔壁部１２を挟んで流路１３ａ等が形成
された医療用チューブ１０を成形する押出成形用金型２
０を、凹部２５ｂ，２７ａ，２８ａが形成された外形成
形金型と、ランド部２３を備えたピン２２とで構成した
。また、外形成形金型とピン２２との間に形成される空
間を、成形用材料を先細り円筒状に形成する後部側成形
空間部と、医療用チューブ１０を形成できる断面形状を
備えた先端側成形空間部とで構成した。そして、先端側
成形空間部の断面形状のうち、先端部の断面形状を医療
用チューブ１０の断面形状と同じにし、後部側部分の断
面形状をランド部２３における流路１３ａ等を形成する
部分のうちの流路１３ａ，１３ｃを形成する部分を除い
た形状にした。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸部を挟んで複数の流路が形成された医療用チューブを成形するための押出成形用金型
であって、
　後部側から先端側に貫通する凹部が形成された外形成形金型と、
　前記外形成形金型の凹部内に設置され前記凹部の後部側部分の内周面との間に成形用材
料を通過させる先細り円筒状の後部側成形空間部を形成し、先端部が前記凹部の先端側部
分の内周面との間に前記医療用チューブを形成するための断面形状を備えた先端側成形空
間部を形成するランド部で構成された内形成形ピンとを備え、
　前記先端側成形空間部の断面形状のうち、先端部の断面形状を前記医療用チューブの断
面形状と同じにし、後部側部分の断面形状を前記ランド部における前記複数の流路に対応
する各部分の少なくとも一つの部分を取り除いてその部分を前記成形用材料が通過する空
間にした形状にしたことを特徴とする医療用チューブを成形するための押出成形用金型。
【請求項２】
　前記外形成形金型の先端部を前記後部側成形空間部から移動してくる前記成形用材料の
外側に沿った面を形成する外面形成用凹部を備えたプレート部で構成し、前記ランド部の
一部を前記プレート部の外面形成用凹部内の所定位置に伸ばし、前記ランド部のプレート
部内に位置する部分で、成形される医療用チューブに周面が閉塞された流路を形成できる
ようにした請求項１に記載の医療用チューブを成形するための押出成形用金型。
【請求項３】
　前記先端側成形空間部の先端部の断面形状を、リング状の空間部の内面に十字形の空間
部の各先端部をそれぞれ連結して四つの流路を形成可能にするとともに、前記リング状の
空間部の所定部分を閉塞して前記形成可能な四つの流路のうちの少なくとも一つの流路を
外部に連通させることのできる形状にした請求項１または２に記載の医療用チューブを成
形するための押出成形用金型。
【請求項４】
　前記先端側成形空間部の先端部の断面形状を、リング状の空間部の内面にＨ字形の空間
部の各先端部をそれぞれ連結して四つの流路を形成可能にするとともに、前記リング状の
空間部の所定部分を閉塞して前記形成可能な四つの流路のうちの少なくとも一つの流路を
外部に連通させることのできる形状にした請求項１または２に記載の医療用チューブを成
形するための押出成形用金型。
【請求項５】
　前記成形用材料が軟質の熱可塑性樹脂である請求項１ないし４のうちのいずれか一つに
記載の医療用チューブを成形するための押出成形用金型。
【請求項６】
　請求項１ないし５のうちのいずれか一つに記載の押出成形用金型を用いて医療用チュー
ブを成形する医療用チューブの押出成形方法であって、
　前記外形成形金型の凹部内に前記内形成形ピンを設置して形成される先細り円筒状の後
部側成形空間部内に成形用材料を通過させて前記成形用材料を先細り円筒状に形成する先
細り円筒形成工程と、
　前記先端側成形空間部の後部側部分で、前記先細り円筒形成工程で形成された成形用材
料の円形の断面形状を、前記複数の流路のうちの少なくとも一つの流路を形成する部分に
前記成形用材料を充填させた形状である前記円形の断面形状と前記医療用チューブの断面
形状との中間の形状に形成する中間形状形成工程と、
　前記先端側成形空間部の先端部で、前記中間形状形成工程で形成された成形用材料の断
面形状を前記医療用チューブの断面形状に形成する最終形状形成工程と
を備えたことを特徴とする医療用チューブの押出成形方法。
【請求項７】
　前記最終形状形成工程で形成される前記成形用材料の断面形状を、リング状部の内面に
十字形に形成された前記軸部の各先端部をそれぞれ連結して四つの流路を備えた形状にす
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るとともに、前記リング状部の所定部分を切り欠いて前記四つの流路のうちの少なくとも
一つの流路を外部に連通させた請求項６に記載の医療用チューブの押出成形方法。
【請求項８】
　前記最終形状形成工程で形成される前記成形用材料の断面形状を、リング状部の内面に
Ｈ字形に形成された前記軸部の各先端部をそれぞれ連結して四つの流路を備えた形状にす
るとともに、前記リング状部の所定部分を切り欠いて前記四つの流路のうちの少なくとも
一つの流路を外部に連通させた請求項６に記載の医療用チューブの押出成形方法。
【請求項９】
　前記成形用材料が軟質の熱可塑性樹脂である請求項６ないし８のうちのいずれか一つに
記載の医療用チューブの押出成形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の傷部から排液を排出したり、患者の傷部に薬液を供給したりするため
に用いられる医療用チューブを成形するための押出成形用金型および押出成形方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、患者の傷部に溜まる排液を排出するために医療用チューブが用いられている
。そして、このような医療用チューブの中に、シリコーンの成形体で構成され、基端側部
分が円筒状に形成され、患者の傷部に留置される先端側部分が中心軸を挟んで区分けされ
た複数の流路で構成されたものがある。また、この医療用チューブの先端側部分には、各
流路を形成する壁部のうちの外周側部分をそれぞれ軸方向に沿って切り欠くことによって
スリットが形成されている。このスリットを設けることによって医療用チューブの開口部
分を大きくして効率的に排液を吸引することができる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この医療用チューブ（傷部ドレンカテーテル）の先端側部分の断面形状としては、リン
グ状に形成された部分の内面に十字形に形成された部分の片の各先端部をそれぞれ連結し
て四つの流路を形成し、そのリング状部分の各片間に対応する部分を切り欠いてスリット
を形成することにより四つの流路をそれぞれ外部に連通させた形状がある。また、リング
状部分の内面にリング状の中心から三方に延びる片の各先端部をそれぞれ連結して三つの
流路を形成し、そのリング状部分の各片間に対応する部分を切り欠いてスリットを形成す
ることにより三つの流路をそれぞれ外部に連通させた形状もある。
【０００４】
　また、前述したような従来の医療用チューブを製造する方法としては、例えば、まず、
断面形状が、リング状に形成された部分の内面に十字形の片の各先端部をそれぞれ連結し
て四つの流路が形成されたチューブを押出成形により形成する。ついで、そのリング状部
分の各片間に対応する部分を加工処理により切り欠いてスリットを設けることにより医療
用チューブを形成する方法がある。また、押出成形により直接スリットを備えた医療用チ
ューブを成形する方法もある。
【特許文献１】特公平２－１７１８５号公報
【発明の開示】
【０００５】
　しかしながら、従来の医療用チューブの製造方法のうち、加工処理によりスリットを形
成する場合には、製造工程が増えコストが高くなるという問題がある。また、押出成形に
より一度で最終形状の医療用チューブを成形する場合には、成形用材料として軟質樹脂を
用いると、一般に押出成形用金型の金属製スリーブとの滑りが悪くなるため、例えば真空
サイジング法により成形することは困難である。また、軟質樹脂であってもシリコーン樹
脂（非熱可塑性樹脂）を用いた場合は、粘度が高いため、押出成形用金型の成形用空間の
形状に近い形状に容易に成形できるが、軟質ポリウレタンや軟質ポリ塩化ビニルのような
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軟質熱可塑性樹脂からなる成形用材料を用いた場合には、シリコーン樹脂を用いた場合と
同様の従来の押出成形方法では成形を行うことが難しい。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、その目的は、樹脂からなる成形用材
料を用いて複雑な形状の医療用チューブの成形を精度よく行える医療用チューブを成形す
るための押出成形用金型および押出成形方法を提供することである。
【０００７】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る医療用チューブを成形するための押出成形
用金型の構成上の特徴は、軸部を挟んで複数の流路が形成された医療用チューブを成形す
るための押出成形用金型であって、後部側から先端側に貫通する凹部が形成された外形成
形金型と、外形成形金型の凹部内に設置され凹部の後部側部分の内周面との間に成形用材
料を通過させる先細り円筒状の後部側成形空間部を形成し、先端部が凹部の先端側部分の
内周面との間に医療用チューブを形成するための断面形状を備えた先端側成形空間部を形
成するランド部で構成された内形成形ピンとを備え、先端側成形空間部の断面形状のうち
、先端部の断面形状を医療用チューブの断面形状と同じにし、後部側部分の断面形状をラ
ンド部における複数の流路に対応する各部分の少なくとも一つの部分を取り除いてその部
分を成形用材料が通過する空間にした形状にしたことにある。
【０００８】
　前述のように構成した本発明に係る医療用チューブを成形するための押出成形用金型で
は、外形成形金型と内形成形ピンとで形成される成形用空間のうちの後部側部分を先細り
円筒状の後部側成形空間部に形成して、成形される成形用材料が直径の大きな円筒状から
徐々に医療用チューブの太さに近づくようにしている。そして、成形用空間のうちの先端
側に位置する先端側成形空間部の断面形状を、後部側部分と先端部とで異なる形状にして
いる。すなわち、先端側成形空間部の後部側部分の断面形状をランド部における複数の流
路を形成する部分の少なくとも一つの流路を形成する部分を取り除いた形状にし、先端部
の断面形状を医療用チューブの断面形状と同じにしている。
【０００９】
　このように、先端側成形空間部の後部側部分の断面形状をランド部における複数の流路
を形成する部分の少なくとも一つの流路を形成する部分を取り除いた形状にしたため、そ
の部分は空間の他の部分とともに成形用材料が通過する空間になる。このため、先端側成
形空間部の前端部よりも後部側部分の方が、断面積当りの成形用材料の量が多くなり、先
端側成形空間部の後部側部分から前端部に充分な成形用材料が供給されるようになる。こ
れによって、先端側成形空間部の前端部に供給される成形用材料の量が少なくなって充分
な肉厚の医療用チューブが成形できなくなるといったことが生じなくなる。この結果、先
端側成形空間部から外部に押し出される成形体は、設計された断面形状を備えた良好な医
療用チューブになる。
【００１０】
　また、このような押出成形用金型が取り付けられる押出成形装置には、押出成形用金型
に送り込む成形用材料を加熱する加熱シリンダーや、加熱シリンダー内に設置され成形用
材料を押出成形用金型側に押し出すスクリュー等が備わっている。そして、先端側成形空
間部に断面形状の大きな部分を設けることにより、スクリューの回転トルクを低くするこ
とができ、その分成形用材料の温度を下げることができる。この結果、成形用材料の粘度
を高くすることができ、成形される医療用チューブの形状を安定させることができる。
【００１１】
　また、本発明に係る医療用チューブを成形するための押出成形用金型の他の構成上の特
徴は、外形成形金型の先端部を後部側成形空間部から移動してくる成形用材料の外側に沿
った面を形成する外面形成用凹部を備えたプレート部で構成し、ランド部の一部をプレー
ト部の外面形成用凹部内の所定位置に伸ばし、ランド部のプレート部内に位置する部分で
、成形される医療用チューブに周面が閉塞された流路を形成できるようにしたことにある
。
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【００１２】
　この医療用チューブを成形するための押出成形用金型では、外形成形金型の先端部を、
医療用チューブの外側に沿った面を形成する外面形成用凹部を備えたプレート部で構成し
、このプレート部の外面形成用凹部内にランド部の一部を伸ばしている。このため、医療
用チューブが備える複数の流路のうちの所定の流路を両端部以外の周面を閉塞した形状に
形成することができる。この場合のプレート部の外面形成用凹部内に伸ばすランド部の一
部は複数であってもよい。これによると、周面が閉塞された流路を医療用チューブに複数
形成することができる。
【００１３】
　なお、医療用チューブの所定部分にスリットを設けてそのスリットを介して流路を外部
に連通させる場合には、プレート部の外形形成用凹部における流路に対応する部分の外周
側の空間の所定部分に閉塞部を設ける。これによって、医療用チューブのその閉塞部に対
応する部分にスリットを形成することができる。したがって、医療用チューブのすべての
流路に対応してスリットを設ける場合には、プレート部の外面形成用凹部内にランド部の
先端部を伸ばすことなく、プレート部の外面形成用凹部だけでスリットを備えた流路を形
成することができる。
【００１４】
　この外形成形金型の先端部では、流路を形成する面であってもスリットによって外部に
連通している部分は、外形成形金型によって成形されるものとする。また、ランド部の外
周部の所定の部分を外周方向に突出させて外形成形金型の凹部やプレート部の外面形成用
凹部の所定の部分に接触させるか、または凹部の内周面や外面形成用凹部の内周面との間
に成形用材料が進入できない僅かな隙間を形成させることにより、医療用チューブにおけ
るランド部の突出した部分に対応する部分にスリットを形成することができる。
【００１５】
　また、本発明に係る医療用チューブを成形するための押出成形用金型のさらに他の構成
上の特徴は、先端側成形空間部の先端部の断面形状を、リング状の空間部の内面に十字形
の空間部の各先端部をそれぞれ連結して四つの流路を形成可能にするとともに、リング状
の空間部の所定部分を閉塞して形成可能な四つの流路のうちの少なくとも一つの流路を外
部に連通させることのできる形状にしたことにある。これによると、所定の流路を外部に
連通させるスリットが設けられた異形の医療用チューブを一度の押出成形で成形できるた
め、成形後に、加工処理によってスリットを設ける必要がなくなる。この結果、製造工程
を減少でき製造コストの低減化も図れる。なお、この場合のリング状の空間部を閉塞して
形成されるスリットは、１個の流路だけに設けてもよいし２個～４個の複数の流路に設け
てもよい。また、この場合のリング状としては、円形や長円形などの形状がある。
【００１６】
　また、本発明に係る医療用チューブを成形するための押出成形用金型のさらに他の構成
上の特徴は、先端側成形空間部の先端部の断面形状を、リング状の空間部の内面にＨ字形
の空間部の各先端部をそれぞれ連結して四つの流路を形成可能にするとともに、リング状
の空間部の所定部分を閉塞して形成可能な四つの流路のうちの少なくとも一つの流路を外
部に連通させることのできる形状にしたことにある。これによると、所定の流路を外部に
連通させるスリットを備えた扁平な医療用チューブを一度の押出成形で成形できるため、
成形後に、加工処理によってスリットを設ける必要がなくなる。この結果、製造工程を減
少でき製造コストの低減化も図れる。なお、この場合のリング状の空間部を閉塞して形成
されるスリットは、１個の流路だけに設けてもよいし２個～４個の複数の流路に設けても
よい。また、この場合のリング状としては、円形や長円形などの形状がある。
【００１７】
　また、本発明に係る医療用チューブを成形するための押出成形用金型のさらに他の構成
上の特徴は、成形用材料が軟質の熱可塑性樹脂であることにある。これによると、通常は
、複雑な形状の医療用チューブを成形することが難しい熱可塑性樹脂を用いて良好な医療
用チューブを得ることができる。
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【００１８】
　本発明に係る医療用チューブの押出成形方法の構成上の特徴は、前述した押出成形用金
型を用いて医療用チューブを成形する医療用チューブの押出成形方法であって、外形成形
金型の凹部内に内形成形ピンを設置して形成される先細り円筒状の後部側成形空間部内に
成形用材料を通過させて成形用材料を先細り円筒状に形成する先細り円筒形成工程と、先
端側成形空間部の後部側部分で、先細り円筒形成工程で形成された成形用材料の円形の断
面形状を、複数の流路のうちの少なくとも一つの流路を形成する部分に成形用材料を充填
させた形状である円形の断面形状と医療用チューブの断面形状との中間の形状に形成する
中間形状形成工程と、先端側成形空間部の先端部で、中間形状形成工程で形成された成形
用材料の断面形状を医療用チューブの断面形状に形成する最終形状形成工程とを備えたこ
とにある。
【００１９】
　このように構成した医療用チューブの押出成形方法は、成形用材料を先細り円筒状に形
成する先細り円筒形成工程と、先細り円筒状の成形用材料の断面形状を円形の断面形状と
医療用チューブの断面形状との中間の形状に形成する中間形状形成工程と、中間形状形成
工程で形成された成形用材料の断面形状を医療用チューブの断面形状に形成する最終形状
形成工程とを備えている。このため、成形用材料の断面形状は、外形成形金型の凹部と内
形成形ピンとの間に形成された後部側成形空間部の円形の断面形状から、一旦医療用チュ
ーブの断面形状に近い中間の形状に変形したのちに、中間形状から最終形状の医療用チュ
ーブの断面形状に変形する。
【００２０】
　これによって、成形用材料の一度の変形による形状の変化を小さくすることができ、成
形用材料の金型に対する滑りが悪い場合であっても複雑な形状の医療用チューブを精度よ
く成形することができる。また、中間の形状をランド部における複数の流路に対応する部
分の少なくとも一つの部分を除いた形状としたため、中間部分では通過する成形用材料の
量が多くなり、最終形状形成工程に充分な成形用材料が供給されるようになる。これによ
って、最終形状形成工程に供給される成形用材料の量が少なくなって充分な肉厚の医療用
チューブが成形できなくなるといったことが生じなくなる。
【００２１】
　また、本発明に係る医療用チューブの押出成形方法の他の構成上の特徴は、最終形状形
成工程で形成される成形用材料の断面形状を、円形リング状部の内面に十字形に形成され
た軸部の各先端部をそれぞれ連結して四つの流路を備えた形状にするとともに、円形リン
グ状部の所定部分を切り欠いて四つの流路のうちの少なくとも一つの流路を外部に連通さ
せたことにある。これによると、スリットが設けられた異形チューブを一度の押出成形で
成形できるため、成形後に、加工処理によってスリットを設ける必要がなくなる。また、
本発明によると製造工程を減少でき製造コストの低減化も図れる。
【００２２】
　また、本発明に係る医療用チューブの押出成形方法のさらに他の構成上の特徴は、最終
形状形成工程で形成される成形用材料の断面形状を、長円形リング状部の内面にＨ字形に
形成された軸部の各先端部をそれぞれ連結して四つの流路を備えた形状にするとともに、
長円形リング状部の所定部分を切り欠いて四つの流路のうちの少なくとも一つの流路を外
部に連通させたことにある。これによると、スリットを備えた扁平なチューブを一度の押
出成形で成形できるため、成形後に、加工処理によってスリットを設ける必要がなくなる
。この結果、製造工程を減少でき製造コストの低減化も図れる。
【００２３】
　また、本発明に係る医療用チューブの押出成形方法のさらに他の構成上の特徴は、成形
用材料が軟質の熱可塑性樹脂であることにある。これによると、通常は、複雑な形状の医
療用チューブを成形することが難しい熱可塑性樹脂を用いて良好な医療用チューブを得る
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２４】
（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態に係る医療用チューブを成形するための押出成形用金型お
よび押出成形方法を図面を用いて説明する。図１は、同実施形態によって形成された医療
用チューブ１０を示している。この医療用チューブ１０は、ポリウレタン（本発明に係る
軟質の熱可塑性樹脂）からなる成形体で構成されており、略円筒状の外周部１１と、外周
部１１の内部に軸方向に沿って形成された断面形状が十字形の隔壁部１２（本発明に係る
軸部）とで構成されている。隔壁部１２を構成する各片の先端部はそれぞれ外周部１１の
内面に連結されて、外周部１１の内部を四つの流路１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄに区
分している。そして、外周部１１における流路１３ａ，１３ｂ，１３ｃに対応する部分に
それぞれ流路１３ａ，１３ｂ，１３ｃを外部に連通させるためのスリット１４ａ，１４ｂ
，１４ｃが、それぞれ隔壁部１２の中心軸と平行に形成されている。
【００２５】
　このように構成された医療用チューブ１０は、ポリウレタンからなる軟質の熱可塑性樹
脂材料を、図２に示した押出成形用金型２０を用いて成形することによって得られる。こ
の押出成形用金型２０は、金型本体２１と、金型本体２１内に設置されたピン２２と、ピ
ン２２の先端部を構成するランド部２３と、金型本体２１の先端部に設けられたプレート
部２４とを備えている。金型本体２１とプレート部２４とで本発明に係る外形成形金型が
構成され、ランド部２３を備えたピン２２とで本発明に係る内形成形ピンが構成される。
【００２６】
　金型本体２１は、後部側（図２の左側で、以下、図２の左側を後部側、右側を前部側ま
たは先端側として説明する。）に配置された略矩形のブロック体からなるピンホルダ部２
５と、ピンホルダ部２５の前側に配置されたブッシングホルダ部２６とを備えており、ブ
ッシングホルダ部２６の内部にブッシング２７，２８が設置されている。ピンホルダ部２
５の内部には、前後に貫通する段違い略円柱状の穴部が形成されており、その穴部の後部
側がピン２２の後部側部分を保持するピン保持孔２５ａを構成し、前部側がピン２２の中
央部分を収容する凹部２５ｂで構成されている。
【００２７】
　凹部２５ｂの直径は、ピン保持孔２５ａの直径よりもやや大きくなっており、ピン保持
孔２５ａと凹部２５ｂとの間には段差が形成されている。また、凹部２５ｂの後部側部分
は、後端から前部側に行くほど先細りになった傾斜状の周面で構成され、凹部２５ｂの前
部側部分は、直径が略同一になった周面で構成されている。そして、凹部２５ｂの後端側
部分の上部には、ピンホルダ部２５の上面に形成された材料入口２９から延びてくる材料
通路２９ａが連通している。すなわち、材料通路２９ａは、凹部２５ｂに対して直交して
連通している。
【００２８】
　ブッシングホルダ部２６の内部には、ブッシングホルダ部２６の中央部分を前後に貫通
し後部側よりも前部側がやや細径になった２段状のブッシング取り付け用凹部が形成され
ている。そして、ブッシング取り付け用凹部の後部側に矩形のブッシング２７が後面をピ
ンホルダ部２５に接面させて配置され、ブッシング取り付け用凹部におけるブッシング２
７の前側に、ブッシング２７よりも小さな矩形のブッシング２８が先端部をブッシングホ
ルダ部２６から突出させた状態で配置されている。また、ブッシング２７の前端面中央に
は深さ（前後方向の奥行き）の浅い凹部が形成されており、ブッシング２８の後部は、そ
の凹部内に位置している。
【００２９】
　ブッシング２７の後端面中央から前端面中央にかけては、後部側が大径で前部側が小径
になった略円錐台状の凹部２７ａが形成されており、この凹部２７ａの後端部には、直径
が同一になった部分が僅かに形成されている。凹部２７ａの後端部の直径は凹部２５ｂの
前端部の直径と同一に設定されている。ブッシング２８の後端面中央から前端面中央にか
けては、小径円柱状の凹部２８ａが形成されており、この凹部２８ａの直径は凹部２７ａ



(8) JP 2010-5842 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

の前端部の直径と同一に設定されている。また、ピン保持孔２５ａ、凹部２５ｂ、凹部２
７ａおよび凹部２８ａは中心軸がそれぞれ同一線上に位置するように配置されている。
【００３０】
　ピン２２は、ピンホルダ部２５のピン保持孔２５ａ内に固定された円柱状の被固定部２
２ａと、被固定部２２ａの前端から前方に向かって延び被固定部２２ａよりも直径がやや
大きく、軸方向の長さが短い円柱状のストレート部２２ｂと、ストレート部２２ｂの前端
から前方に向かって延び前端側が徐々に細くなった円錐台状のテーパ部２２ｃと、ランド
部２３とで構成されている。そして、ストレート部２２ｂの外周面と凹部２５ｂの内周面
との間およびテーパ部２２ｃの外周面と凹部２７ａの内周面との間には、成形用材料が移
動するための隙間が形成されており、この隙間で本発明に係る後部側成形空間部が構成さ
れる。
【００３１】
　また、ピン２２の先端部を構成するランド部２３は、図３および図４に示したようにし
てテーパ部２２ｃの先端部に設けられており、図５ないし図７に示したように２本の棒状
体で構成されている。すなわち、ランド部２３の後端側部分は、図６に示したように、断
面形状が扇形の２つの棒状成形部２３ａ，２３ｂで構成されている。この２つの棒状成形
部２３ａ，２３ｂは、テーパ部２２ｃの前端面の外周に円弧状部分を沿わせて円周方向に
１８０度の間隔を保って対向して形成されており、軸方向に平行に配置されている。
【００３２】
　このランド部２３における棒状成形部２３ａの先端部以外の部分は、ブッシング２８の
凹部２８ａ内に配置されており、ランド部２３の外周面と凹部２８ａの内周面との間（棒
状成形部２３ａ，２３ｂ間を含む。）には、大きな隙間が形成されている。この隙間で本
発明の先端側成形空間部の後部側部分が構成される。すなわち、先端側成形空間部の後部
側部分には、医療用チューブ１０が備える流路１３ａ等のうちの流路１３ａ，１３ｃを形
成する部分が備わっていない。したがって、材料入口２９から成形用材料を供給すると、
この成形用材料は、材料通路２９ａを通過して凹部２５ｂに入ると円筒状になり、凹部２
７ａで先細り状の円筒状になる。そして、凹部２８ａで、図６に示した凹部２８ａの内部
から棒状成形部２３ａ，２３ｂを除いた部分に成形用材料が充填される。
【００３３】
　ここでは、医療用チューブ１０が備える流路１３ａ等のうちの流路１３ｂ，１３ｄに対
応する部分だけが形成される。棒状成形部２３ａが流路１３ｄに対応し、棒状成形部２３
ｂが流路１３ｂに対応する。また、ランド部２３の先端側部分の断面形状は、図７に示し
たように、棒状成形部２３ｂの外周面における円弧状部分の中央に突起３１を設けた形状
に形成されている。突起３１は、後端部が棒状成形部２３ｂの外周面から徐々に幅を広げ
ながら前方に向って高く（棒状成形部２３ｂの外周面から離れる方向）なっていく傾斜部
で構成されており、傾斜部の先端部から一定の高さを保って棒状成形部２３ｂの前端部ま
で延びている。この突起３１の外周側の先端面は、凹部２８ａの内周面に接触するか、ま
たは、凹部２８ａの内周面との間に成形用材料が進入できない僅かな隙間を形成しており
、突起３１が位置する部分で、スリット１４ｂが形成される。
【００３４】
　また、棒状成形部２３ａの外周面には突起は設けられてなく、棒状成形部２３ａの軸方
向の長さは、図５に示したように、棒状成形部２３ｂよりも長くなっている。このため、
前述したように、棒状成形部２３ｂは、ブッシング２８の凹部２８ａ内に配置されており
、棒状成形部２３ａの先端部はブッシング２８の凹部２８ａから前方に突出している。そ
して、棒状成形部２３ａの前端面には、図４（図３を軸周り方向に４５度回転して棒状成
形部２３ａ，２３ｂを上下に配置させた状態での縦断面を示している。）に示したように
、ピン２２の後部側から延びてくるエア吐出用孔３２の先端部が開口している。このエア
吐出用孔３２の先端側部分３２ａは、後部側部分３２ｂよりも細く形成されており、図８
は、テーパ部２２ｃ内に形成されたエア吐出用孔３２の後部側部分３２ｂを示している。
【００３５】
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　プレート部２４は、図９および図１０に示したように、円板状に形成されており、その
中央部に厚み方向に貫通する成形用スリット３３が形成され、外周側部分に円周に沿って
一定間隔で厚み方向に貫通する３個のボルト挿通穴３４ａ，３４ｂ，３４ｃが形成されて
いる。成形用スリット３３の周縁部を結んだときに形成される円形（図１１に示した周縁
部と破線とで形成される円形）の大きさは、凹部２８ａの断面と同じ大きさに形成されて
いる。また、成形用スリット３３の縁部の形状は、図１１に示したように、医療用チュー
ブ１０の端面の縁部の形状から流路１３ｄに対応する扇形部分を除いた形状に形成されて
いる。
【００３６】
　そして、成形用スリット３３における流路１３ａ，１３ｂ，１３ｃに対応する部分には
、それぞれ突起３１を含む棒状成形部２３ｂの端面と同形の閉塞部３３ａ，３３ｂ，３３
ｃが形成されている。このように形成されたプレート部２４は、成形用スリット３３にお
ける医療用チューブ１０の流路１３ｄに対応する部分（図１１における左上部分における
周縁部から一定距離を保った部分）に、ランド部２３の棒状成形部２３ａの先端部を位置
させた状態でボルト（図示せず）を介してブッシング２８の前面に固定される。このとき
、プレート部２４の後面中央部は、棒状成形部２３ｂおよび突起３１の先端面に当接する
か、または、その先端面との間に成形用材料が進入できない僅かな隙間を形成した状態に
なる。
【００３７】
　これによって、プレート部２４の中央部には、成形用スリット３３と棒状成形部２３ａ
とで構成される医療用チューブ１０の端面と同形の空間部が形成される。この空間部で本
発明の先端側成形空間部の先端部が構成される。なお、図１１に実線で示したプレート部
２４における成形用スリット３３の縁部は、外形成形金型の一部を構成し、成形用スリッ
ト３３内に位置する棒状成形部２３ａの先端部の周面は、医療用チューブ１０の内形を形
成するための部分になる。また、棒状成形部２３ｂの後部側部分は、医療用チューブ１０
の内形を形成する部分になり、棒状成形部２３ｂの先端側部分は、医療用チューブ１０の
外形を形成する部分になる。
【００３８】
　また、プレート部２４の厚みと、棒状成形部２３ａの突出した先端部の長さとは同じ長
さに設定され、棒状成形部２３ａの先端面がプレート部２４の前面と同一面上に位置する
。なお、図示していないが、押出成形用金型２０が取り付けられる押出成形装置には、押
出成形用金型２０と押出成形装置とをつなぎ、材料入口２９から材料通路２９ａ側に成形
用材料を送り込むアダプタ、材料入口２９に送り込む成形用材料を加熱する加熱シリンダ
ー、加熱シリンダー内に設置されたスクリュー、押出成形用金型２０の周辺に設けられた
各装置を制御する制御装置等、押出成形用金型２０を用いて押出成形を行うために必要な
各装置や機構が備わっている。
【００３９】
　このように構成された押出成形用金型２０を用いて、医療用チューブ１０を成形する場
合には、まず、押出成形用金型２０を適正温度に加熱にしたのちに、材料投入口（図示せ
ず）に投入した成形用材料を加熱シリンダーで加熱しながらスクリューで送り出して、ア
ダプタを介して材料通路２９ａ内に充填する。ついで、さらに成形用材料を送り出して、
成形用材料を材料通路２９ａから後部側成形空間部内に移動させていく。このとき、成形
用材料は、凹部２５ｂの内周面とストレート部２２ｂの外周面との間の隙間で円筒状に形
成され、さらに凹部２７ａの内周面とテーパ部２２ｃの外周面との間の隙間を通過する間
に成形用材料は徐々に直径の小さな円筒状に変形していく。
【００４０】
　そして、成形用材料は、凹部２７ａの内周面とテーパ部２２ｃの外周面との間の隙間か
ら凹部２８ａの内周面とランド部２３の後部側部分の外周面とで形成される先端側成形空
間部内の後部側部分に移動していく。これによって、円筒状の成形用材料は、図６に、二
点鎖線で示した凹部２８ａの内部側全体から棒状成形部２３ａ，２３ｂの部分を除いた領
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域に充填される。ここでは、流路１３ｂ，１３ｄが形成される。また、この領域では、断
面積あたりの成形用材料の量は、凹部２７ａの内周面とテーパ部２２ｃの外周面との間の
隙間の先端部分よりも多くなる。
【００４１】
　そして、成形用材料が先端側成形空間部内の後部側部分の前方側に移動すると、成形用
材料は、先端側成形空間部内における突起３１が形成された部分には充填されなくなる。
このため、成形用材料は、図７に、二点鎖線で示した凹部２８ａの内部側全体から棒状成
形部２３ａ，２３ｂおよび突起３１の部分を除いた領域に充填される。ここでは、流路１
３ｂ，１３ｄに加えてスリット１４ｂが形成される。そして、成形用材料は、プレート部
２４に達したところで、プレート部２４の裏面に沿って絞られながら成形用スリット３３
と棒状成形部２３ａとで形成される空間部内を通過して外部に押し出される。
【００４２】
　外部に押し出された成形体は、冷却され略相似形のまま４０～７０％程度に収縮したの
ちに医療用チューブ１０として使用される。この押出成形の際、成形用材料は、適度な温
度に加熱されて材料通路２９ａからプレート部２４の成形用スリット３３に移動するまで
に徐々に変形していくため、無理なく成形されていく。そして、プレート部２４に到達す
る前に、先端側成形空間部内の後部側部分でやや多めの成形用材料が溜まるため、プレー
ト部２４の成形用スリット３３には、充分な成形用材料が供給されるようになり、得られ
た医療用チューブ１０は寸法精度、特に肉厚が設計通りの良好な成形品になる。
【００４３】
　以上のように、本実施形態に係る医療用チューブの押出成形用金型２０および押出成形
方法では、材料入口２９から材料通路２９ａ内に投入された成形用材料を、後部側成形空
間部内で円筒状に形成したのちに、徐々に医療用チューブ１０の太さに近づけるようにし
ている。そして、先端側成形空間部の後部側部分の内部に位置するランド部２３を、医療
用チューブ１０の流路１３ｄに対応する棒状成形部２３ａと、流路１３ｂに対応する棒状
成形部２３ｂとだけで構成している。このため、先端側成形空間部の後部側部分において
は、医療用チューブ１０の断面形状に対応する部分だけでなく、流路１３ａ，１３ｃに対
応する部分にも成形用材料が充填される。これによって、先端側成形空間部の前端部に位
置するプレート部２４の成形用スリット３３に供給される成形用材料の量が少なくなって
充分な肉厚の医療用チューブ１０が成形できなくなるといったことが生じなくなる。
【００４４】
　また、本実施形態に係る押出成形用金型２０では、プレート部２４の成形用スリット３
３の所定部分に棒状成形部２３ａの先端部を延ばすことによって、周面が閉塞された流路
１３ｄを形成することができる。さらに、突起３１や閉塞部３３ａ，３３ｂ，３３ｃを設
けることによって、スリット１４ａ，１４ｂ，１４ｃによって外部と連通した流路１３ａ
，１３ｂ，１３ｃを形成することができる。このため、周面が閉塞された流路１３ｄや外
部と連通した流路１３ａ，１３ｂ，１３ｃを容易に形成することができる。また、本実施
形態によれば、軟質の熱可塑性樹脂であるポリウレタンを用いても、複雑な形状の医療用
チューブ１０を良好な状態で成形することができる。
【００４５】
（第２実施形態）
　図１２および図１３は、本発明の第２実施形態に係る押出成形用金型で成形された医療
用チューブ４０を示している。この医療用チューブ４０は、断面形状が略長円形の外周部
４１と、外周部４１の内部に軸方向に沿って形成された断面形状がＨ字形の隔壁部４２（
本発明に係る軸部）とで構成されている。隔壁部４２を構成する各片の先端部はそれぞれ
外周部４１の内面に連結されて、外周部４１の内部を四つの流路４３ａ，４３ｂ，４３ｃ
，４３ｄに区分している。そして、外周部４１における流路４３ａ，４３ｂ，４３ｃに対
応する部分にそれぞれ流路４３ａ，４３ｂ，４３ｃを外部に連通させるためのスリット４
４ａ，４４ｂ，４４ｃが、それぞれ隔壁部４２の延びる方向と平行に形成されている。
【００４６】
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　また、医療用チューブ４０の外周面における流路４３ｄが形成された部分には、Ｘ線を
通さない不透過性材料からなるライン４５が設けられている。このライン４５は、体内に
留置された医療用チューブ４０の位置をＸ線照射により確認する際に利用される。また、
図１４ないし図１６には、ピン５２の要部（被固定部を除いた部分）を示している。この
ピン５２は、被固定部（図示せず）の前端から前方に向かって延びる軸方向の長さが短い
円柱状のストレート部５２ａと、ストレート部５２ａの前端から前方に向かって延び前端
側が徐々に細くなった円錐台状のテーパ部５２ｂと、テーパ部５２ｂの前端から前方に向
って延び先端側に行くほど断面形状が長円形になる先細り扁平状の扁平テーパ部５２ｃと
、ランド部５３とで構成されている。
【００４７】
　また、図示していないが、このピン５２が取り付けられる外形成形金型は、前述したブ
ッシング２７，２８の凹部２７ａ，２８ａを、扁平テーパ部５２ｃとランド部５３に対応
する形状にするとともに、ブッシングホルダ部２６およびブッシング２７の前寄りの部分
に、不透過性材料を成形空間内に供給するための流路を設けた構成になっている。そして
、外形成形金型の前端部は、図１７に示した成形用スリット５５を備えたプレート部５４
で構成されている。そして、ストレート部５２ａ、テーパ部５２ｂおよび扁平テーパ部５
２ｃの外周面と、それに対応する外形成形金型の凹部の内周面との間には、成形用材料が
移動するための隙間が形成されており、この隙間で本発明に係る後部側成形空間部が構成
される。
【００４８】
　また、ピン５２の先端部を構成するランド部５３は、扁平テーパ部５２ｃの先端部に設
けられており、図１４ないし図１６に示したように２本の棒状体で構成されている。すな
わち、ランド部５３は、断面形状が略半円状の２つの棒状成形部５３ａ，５３ｂで構成さ
れている。この２つの棒状成形部５３ａ，５３ｂは、扁平テーパ部５２ｃの前端面の長手
方向の両側に円弧状部分をそれぞれ外部側に向け、互いに間隔を保って対向した状態で形
成されており、平行に配置されている。棒状成形部５３ａ，５３ｂの前後方向の後部側部
分と前部側部分とはともに同じ太さで延びているが、中央部分は後部よりも前部が徐々に
細くなったテーパ部で構成されており、これによって、棒状成形部５３ａ，５３ｂは先細
りになっている。また、棒状成形部５３ａの先端部分は棒状成形部５３ｂの先端部分より
も長くなっている。
【００４９】
　このランド部５３の外周面と外形成形金型の凹部の内周面との間および棒状成形部５３
ａ，５３ｂ間には、大きな隙間が形成されており、この隙間で本発明の先端側成形空間部
の後部側部分が構成される。すなわち、先端側成形空間部の後部側部分には、医療用チュ
ーブ４０が備える流路４３ａ等のうちの流路４３ａ，４３ｃを形成する部分が備わってい
ない。したがって、先端側成形空間部の後部側部分では、医療用チューブ４０が備える流
路４３ａ等のうちの流路４３ｂ，４３ｄに対応する部分だけが形成される。棒状成形部５
３ａが流路４３ｄに対応し、棒状成形部５３ｂが流路４３ｂに対応する。また、棒状成形
部５３ａの前端面には、ピン５２の後部側から延びてくるエア吐出用孔５６の先端部が開
口している。
【００５０】
　プレート部５４は、前述したプレート部２４において、成形用スリット３３に代えて成
形用スリット５５を設けた構成になっている。この成形用スリット５５の縁部の形状は、
医療用チューブ４０の端面の縁部の形状から流路４３ｄに対応する半円形部分を除いた形
状に形成されている。そして、プレート部５４における流路４３ａ，４３ｂ，４３ｃおよ
びスリット４４ａ，４４ｂ，４４ｃを形成する部分は、それぞれ流路４３ａ，４３ｂ，４
３ｃおよびスリット４４ａ，４４ｂ，４４ｃの断面形状と同形の閉塞部５５ａ，５５ｂ，
５５ｃで構成されている。
【００５１】
　このように形成されたプレート部２４は、成形用スリット５５における流路４３ｄに対
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応する部分に棒状成形部５３ａの先端部を位置させた状態でボルトを介してブッシングの
前面に固定される。これによって、プレート部５４の中央部には、成形用スリット５５と
棒状成形部５３ａとで構成される医療用チューブ４０の端面と同形の空間部が形成される
。この空間部で本発明の先端側成形空間部の先端部が構成される。この第２実施形態のそ
れ以外の部分の構成については、前述した第１実施形態と同一である。
【００５２】
　また、本実施形態によると、スリット４４ａ，４４ｂ，４４ｃを備えた扁平な医療用チ
ューブ４０を一度の押出成形で成形できる。このため、医療用チューブ４０の成形後に、
加工処理によってスリットを設ける必要がなくなる。この結果、製造工程を減少でき製造
コストの低減化も図れる。この第２実施形態のそれ以外の作用効果については、前述した
第１実施形態と同様である。
【００５３】
　また、本発明に係る医療用チューブの押出成形用金型および押出成形方法は、前述した
実施形態に限定するものでなく、本発明の技術範囲内で適宜変更が可能である。例えば、
前述した各実施形態では、医療用チューブ１０等にそれぞれ三つのスリット１４ａ等を形
成しているが、このスリットをすべての流路に対応する部分にも設けてもよい。また、医
療用チューブ１０等に形成するスリットを一つまたは二つにしてもよいし、スリットを設
けなくてもよい。
【００５４】
　さらに、医療用チューブに形成する流路も四つに限らず他の複数にしてもよい。また、
医療用チューブの形状も前述した実施形態の形状に限らず適宜変更することができる。さ
らに、前述した第１実施形態の医療用チューブ１０にも、Ｘ線を通さない不透過性材料か
らなるラインを設けることができる。また、医療用チューブを構成する軟質の熱可塑性樹
脂についてもポリウレタンに限らずポリ塩化ビニル等の他の材料を用いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１実施形態により成形された医療用チューブを示した斜視図である。
【図２】押出成形用金型の断面図である。
【図３】ピンの先端側部分を示した側面図である。
【図４】ピンの先端側部分を示した断面図である。
【図５】ランド部を拡大した側面図である。
【図６】図３の６－６断面図である。
【図７】図３の７－７断面図である。
【図８】図３の８－８断面図である。
【図９】プレート部の正面図である。
【図１０】図９の１０－１０断面図である。
【図１１】プレート部の成形用スリットを拡大した正面図である。
【図１２】本発明の第２実施形態により成形された医療用チューブを示した側面図である
。
【図１３】第２実施形態により成形された医療用チューブの端面を示した正面図である。
【図１４】ピンの先端側部分を示した平面図である。
【図１５】ピンの先端側部分を示した側面図である。
【図１６】ピンの先端側部分を示した正面図である。
【図１７】プレート部の成形用スリットを拡大した正面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１０，４０…医療用チューブ、１２，４２…隔壁部、１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄ
，４３ａ，４３ｂ，４３ｃ，４３ｄ…流路、１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，４４ａ，４４ｂ，
４４ｃ…スリット、２０…押出成形用金型、２１…金型本体、２２，５２…ピン、２２ｃ
，５２ｂ…テーパ部、２３，５３…ランド部、２３ａ，２３ｂ，５３ａ，５３ｂ…棒状成
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形部、２４，５４…プレート部、２７ａ，２８ａ…凹部、３３，５５…成形用スリット、
５２ｃ…扁平テーパ部。
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